
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記の通りです。  

  

記  

  

 当社は、会社情報の適切な開示に資する「情報開示方針」を定め、取締役会及び経営会議などで決定した事項

や各部署で把握した事項のうち、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則により開示が要請さ

れる重要情報並びに投資判断に影響を与えると思われる情報などについて、適時・適切な開示活動に努めており

ます。  

 当社は社長をはじめとした２本部・２センター制のもと、それらの最高責任者が率先して説明責任を果たして

おります。開示活動の実施にあたっては管理本部が主管部署となり、関連部署と連携して速やかな開示に努めて

おります。  

 また、各部署の内部統制活動の監視・検証としましては、監査役の会社法上の監査のほか、コンプライアンス

センターが業務活動の効率性・合理性及びコンプライアンス等の適切性の観点から業務執行状況の監査を実施

し、経営会議への報告・改善提案を行うことにより、健全な業務執行の維持・向上に努めております。  
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